
亘理町観光協会就業規則 

 

第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、亘理町観光協会（以下「協会」という）の秩序を維持し、業務の円滑な運営

を期すため、職員の就業に関する労働条件および服務規律を定めたものである。なお、規則に

定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。 

（職員の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)  職員とは、協会と雇用契約を締結した者をいう。 

(2)  職員とは、常に所定労働時間を就労できる者で、協会の目的遂行のために直接担当業務の

みでなく、周辺業務を含めた職責を全うできうる立場の者をいう。 

（規則遵守の義務） 

第３条 協会はこの規則に基づく労働条件により職員に就業させる義務を負い、職員はこの規則

を遵守する義務を負うと共に、相互に協力して当会の発展に努めなければならない。 

（秘密保持） 

第４条 職員は協会の業務ならびに職員の身上に関し、その職務上知り得た秘密については、在

職中及び退職後においても漏らしてはならない。 

 

第２章 服務規律 

 

（服務） 

第５条  職員は、協会の方針を理解のうえ、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとと

もに、協会の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。 

（遵守事項） 

第６条  職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(1)  許可なく職務以外の目的で協会の施設、物品等を使用しないこと。 

(2)  許可なく協会の書類または物品等を協会外に持ち出すこと。 

(3) 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受け

る等不正な行為を行わないこと。 

(4) 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。 

(5) 協会の名誉や信用を損なう行為をしないこと。 

(6)  在職中及び退職後においても、協会の業務の方針や内容、その他協会の機密を漏洩しない

こと。 

(7)  在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。 

(8) 酒気を帯びて就業しないこと。 

(9) 服装などの身だしなみを常に清潔に保ち、他人に不快感や違和感を与えないこと。 

(10) 職務の怠慢及び職場の風紀、秩序を乱すこと。 

(11) 職務上の失敗、ミス、クレームは隠さず、ありのままに報告すること。 



(12) 協会内で、明らかに一党一宗に偏した政治および宗教活動を行ってはいけない。 

(13) その他職員としてふさわしくない行為をしないこと。 

２ 職員は次号に掲げる事項が生じたときは、速やかに協会へ届け出なければならない。 

(1)  職員が自己の行為により、協会の施設、器物、資材、商品等を損傷し、もしくは他人に損

害を与えたとき。 

(2)  協会の損失もしくはお客様に損害を及ぼし、またはそのおそれがあるのを知ったとき。 

(3)  協会または職員に災害の発生、またはそのおそれがあるのを知ったとき。 

(4)  協会の安全操業に支障をきたし、またはそのおそれがあるとき。 

（職場のパワーハラスメントの禁止） 

第７条  職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相

当な範囲を超えた言動により、他の職員の就業環境を害するようなことをしてはならない。 

（セクシュアルハラスメントの禁止） 

第８条  性的言動により、他の職員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなこと

をしてはならない。 

（妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止） 

第９条  妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用

に関する言動により、他の職員の就業環境を害するようなことをしてはならない。 

（その他あらゆるハラスメントの禁止） 

第 10 条  第７条から前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるも

のなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の職員の就業環境を害するようなことをし

てはならない。 

（個人情報保護） 

第 11 条 職員は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務

に関係のない情報を不当に取得してはならない。 

２ 職員は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引

先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。 

（出退勤） 

第 12 条  職員は出勤および退勤については次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(1)  始業時刻以前に出勤し、勤務に適する服装を整える等、始業時刻より直ちに職務に取りか

かれるように準備しておくこと。 

(2)  出勤の際は本人自ら出勤簿に押印すること。 

(3)  作業に必要でない危険物を所持しないこと。 

(4)  退勤時は備品、書類等を整理格納すること。 

（欠勤および遅刻、早退） 

第 13 条 欠勤及び遅刻、早退をし、又は勤務時間中に私用で職場を離れる際は、所定の様式によ

り事前に事務局長へ申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により

事前に届け出ることができなかった場合は、電話等により連絡し、出勤した日に届け出て承認

を得なければならない。 

２ 前項の場合は、第 28 条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃金は控除す

る。 



３ 病気欠勤 4 日以上に及ぶときは、医師の診断書等を提出させることがある。 

４ 無断および無届欠勤に対する年次有給休暇の振替は認めない。 

 

第３章 労働時間、休憩及び休日 

 

（労働時間及び休憩時間） 

第 14 条 労働時間は、１週間については 38 時間 45 分、１日については 7 時間 45 分とする。 

２ 勤務時間は、8 時 30 分から 17 時 15 分までとする。 

３ 休憩時間は、12 時 00 分から 13 時 00 分とする。 

４ 業務の状況または季節により、勤務時間および休憩時間を繰り上げまた繰り下げ及び変更を

することがある。 

（休日） 

第 15 条 休日は次の各号のとおりとする。 

(1)  土曜日及び日曜日 

(2)  国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日（以下「祝日法にと

る休日」という。） 

(3)  12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までの日（祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休

日」という。） 

２ 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振替えること

がある。 

（休日の振替） 

第 16 条 協会は、職員に前条に規定する休日とされた日において、特に勤務することを命ずる必

要がある場合には、勤務時間が割り振られた日のうち次項で定める期間内にある勤務日を休日

に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる日に割り振り、又

は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち 4 時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該

4 時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。 

２ 前項の次項で定める期間は、勤務することを命ずる必要がある日を起算日としする４週間前

の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日としする８週間後の日までの期間と

する。 

（休日の代休日） 

第 17 条 協会は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日（以下この項において「休日」と

総称する。）である前条の規定により勤務時間が割り振られた日（以下この項において「勤務日

等」という。）に割り振られた勤務時間の全部（次項において「休日の全勤務時間」という。）に

ついて特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日（以下この条

において「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。 

２ 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務し

た場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時

間においても勤務することを要しない。 

 

 



第４章 休暇等 

 

（休暇の種類） 

第 18 条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇とする。 

（年次有給休暇） 

第 19 条 年次有給休暇の基準日を 4 月 1 日とし、採用日に別表第 1 のとおり職員の所定労働時

間に応じた日数を与える。その後 1 年間継続勤務するごとに、別表第 2 のとおり勤続期間に応

じた日数の年次有給休暇を与える。 

２ 年次有給休暇の単位は、1 日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、半日単位

とすることができる。 

３ 前項に基づき半日単位の年次有給休暇を取得した場合の始業・終業時刻は以下のとおりとす

る。 

(1)  午前に半日年次有給休暇を取得する場合：8 時 30 分～12 時 00 分 

(2)  午後に半日年次有給休暇を取得する場合：13 時 00 分～17 時 15 分 

４ 第１項の年次有給休暇は、職員があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、職員が請

求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に

取得させることがある。 

５ 付与日から 1 年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から 2 年以内に限り繰り越し

て取得することができる。 

６ 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得

できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。 

７ 第１項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、付

与日から 1 年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、協会が職員の

意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職

員が前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 5 日か

ら控除するものとする。 

（時間単位の年次有給休暇） 

第 20 条 労使協定に基づき、第 19 条の年次有給休暇の日数のうち、1 年について 5 日の範囲内

で、次により時間単位の年次有給休暇（以下「時間単位年休」という。）を付与する。この 5 日

には、前年の時間単位年休に係る繰越し分を含める。 

(1) 時間単位年休付与の対象者は、すべての職員とする。 

(2) 時間単位年休を取得する場合の、1 日の年次有給休暇に相当する時間数は次のとおりとす

る。 

   ア 所定労働時間が 5 時間を超え 6 時間以下の者 6 時間 

   イ 所定労働時間が 6 時間を超え 7 時間以下の者 7 時間 

   ウ 所定労働時間が 7 時間を超え 8 時間以下の者 8 時間 

(3) 時間単位年休は、1 時間単位で付与する。 

(4) 本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常

の賃金の 1 時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。 

(5) 上記以外の事項については、第 19 条の年次有給休暇と同様とする。 



（特別休暇） 

第 21 条 職員に別表第３の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有

給の休暇を与えるものとする。 

２ 職員に別表第４の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の

休暇を与えるものとする。 

３ 別表第４の第４号及び第５号の休暇（以下この条において「特定休暇」という。）の単位は、

1 日又は 1 時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、

当該残日数に 1 時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 

４ 1 日を単位とする特定休暇は、1 回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないとき

に使用するものとする。 

５ 前条第４項の規定は、1 時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準

用する。 

 

第５章 給 与 

 

（給与の種類） 

第 22 条 職員の給与は、給料及び手当、割増賃金とする。 

２ 手当は、通勤手当とする。 

３ 割増賃金は、時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金とする。 

（給料） 

第 23 条 給料は第 14 条に規定する勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）に対する報酬と

する。 

２ 職員の給料表は、別表第 6 に定めるところによる。 

３ 新たに職員となった者の号俸は、別表第 6 の最低号俸（以下「基礎号俸」という。）とする。 

４ 経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第 24 条に定めるところ

により、基礎号俸よりも上位の号俸とすることができる 

５ 前項の規定による号俸は、別表第 6 に定められている号俸を超えることはできない。 

（経験年数を有する者の号俸） 

第 24 条 新たに職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年

数の区分ごとに、それぞれその月数を 12 月（各区分におけるその者の経験年数のうち 5 年を超

える経験年数にあっては、18 月）で除した数（1 未満の端数があるときは、これを切り捨てた

数）に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第 3 項の規定による

号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。 

⑴ 通常の勤務時間の 1 週間当たりの平均時間が 38 時間 45 分である月からなる経験年数 4 

⑵ 通常の勤務時間の 1 週間当たりの平均時間が 31 時間以上 38 時間 45 分未満である月から

なる経験年数 3 

⑶ 通常の勤務時間の 1 週間当たりの平均時間が 23 時間 15 分以上 31 時間未満である月から

なる経験年数 2 

⑷ 通常の勤務時間の 1 週間当たりの平均時間が 15 時間 30 分以上 23 時間 15 分未満である月

からなる経験年数 1 



(通勤手当) 

第 25 条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(1)  通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又

は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなけ

れば通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒

歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道 2 キロメートル未満であるもの及び第 3

号に掲げる職員を除く。) 

(2)  通勤のため自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車(以下「自動車等」という。)を

使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であ

る職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通

勤距離が片道 2 キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。) 

(3)  通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを

常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく

困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しない

で徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道 2 キロメートル未満であるものを除

く。) 

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1)  前項第 1 号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその

者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。

ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1 箇月当たりの運賃等相

当額」という。)が 5 万 5,000 円を超えるときは、支給単位期間につき、5 万 5,000 円に支給

単位期間の月数を乗じて得た額(その者が 2 以上の交通機関等を利用するものとして当該運

賃等の額を算出する場合において、1 箇月当たりの運賃等相当額の合計額が 5 万 5,000 円を

超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、

5 万 5,000 円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額) 

(2)  前項第 2 号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ

次に定める額(短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して平均１ヵ月

当たりの通勤所要回数が１０回に満たない職員にあっては、その額から、その額に１００分

の５０を乗じて得た額を減じた額) 

ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道 5 キロメートル

未満である職員 2,000 円 

イ 使用距離が片道 5 キロメートル以上 10 キロメートル未満である職員 4,200 円 

ウ 使用距離が片道 10 キロメートル以上 15 キロメートル未満である職員 7,100 円 

エ 使用距離が片道 15 キロメートル以上 20 キロメートル未満である職員 1 万円 

オ 使用距離が片道 20 キロメートル以上 25 キロメートル未満である職員 1 万 2,900 円 

カ 使用距離が片道 25 キロメートル以上 30 キロメートル未満である職員 1 万 5,800 円 

キ 使用距離が片道 30 キロメートル以上 35 キロメートル未満である職員 1 万 8,700 円 

ク 使用距離が片道 35 キロメートル以上 40 キロメートル未満である職員 2 万 1,600 円 

ケ 使用距離が片道 40 キロメートル以上 45 キロメートル未満である職員 2 万 4,400 円 

コ 使用距離が片道 45 キロメートル以上 50 キロメートル未満である職員 2 万 6,200 円 



サ 使用距離が片道 50 キロメートル以上 55 キロメートル未満である職員 2 万 8,000 円 

シ 使用距離が片道 55 キロメートル以上 60 キロメートル未満である職員 2 万 9,800 円 

ス 使用距離が片道 60 キロメートル以上である職員 3 万 1,600 円 

(3)  前項第 3 号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩に

より通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の

事情を考慮して次に定める区分に応じ、それぞれ次に定める額。 

ア 自動車等の使用距離が片道 2 キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片

道 2 キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難で

ある職員 第 1 号及び第 2 号に定める額及び第 2 号に定める額の合計額が 5 万 5,000 円を

超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、

5 万 5,000 円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額) 

イ 1 箇月当たりの運賃等相当額(2 以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を

支給される場合にあっては、その合計額。以下「1 箇月当たりの運賃等相当額等」という。)

が第 2 号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第 1 号に定める額 

ウ 1 箇月当たりの運賃等相当額等が第 2 号に定める額未満である職員(第 1 号に掲げる職員

を除く。) 第 2 号に定める額 

(割増賃金) 

第 26 条  時間外労働に対する割増賃金は、次の各号に掲げる割増賃金率に応じ、当該各号に定

める計算方法により支給する。ただし、時間外労働に対する割増賃金の計算において、第 1 号

及び第 2 号のいずれにも該当する時間外労働の時間数については、いずれか高い率で計算する

こととする。 

(1)  1 か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率及び算式は、次のとおりとする。この場

合の 1 か月は毎月 1 日を起算日とする。 

ア 時間外労働 60 時間以下・・・25％ [ １時間当たり賃金×1.25×当該労働時間数]  

イ 時間外労働 60 時間超・・・・50％ [ １時間当たり賃金×1.50×当該労働時間数]  

ウ イの時間外労働のうち代替休暇を取得した時間・・・35％ [ １時間当たり賃金×1.35×

当該労働時間数] （残り 15％の割増賃金分は代替休暇に充当） 

(2)  1 年間の時間外労働の時間数が 360 時間を超えた部分の時間外労働割増賃金（この場合の

１年は毎年 4 月 1 日を起算日とする）・・40％ [ １時間当たり賃金×1.40×当該労働時間数]  

(3)  休日労働割増賃金（所定の休日に労働させた場合）・・・35％ [ １時間当たり賃金×1.35×

休日労働時間数]  

(4) 深夜労働割増賃金（午後 10 時から午前５時までの間に労働させた場合）・・25％ [ １時

間当たり賃金×0.25×休日労働時間数]  

２ 前項に規定する１時間当たり賃金は、次の算式により計算する。 

 

         給料 
                  
   １か月の平均所定労働時間数 

 

３ 前項に規定する１か月の平均所定労働時間数は、次の算式により計算する。 

 



  （365－年間所定休日日数）×1日の所定労働時間数 
                  
              12 

 

（給与の支払方法） 

第 27 条 給与の計算期間は、月の 1 日から末日までとし、当月 21 日（その日が休日の場合は前

日）にその金額を支払うものとする。ただし、欠勤等により勤務しない日がある場合は、次条

に定めるところにより減額して支払うものとする。 

２ 給与の支給については、本人が指定する金融機関の口座への振り込みによる。また、源泉所

得税、社会保険料等法令に定められた金額を控除するものとする。 

(給与の減額) 

第 28 条 職員が勤務しないときは、第 15 条に規定する祝日法による休日(第 17 条第 1 項の規定

により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあって

は、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は第 15 条に規定する

年末年始の休日(第 17 条第 1 項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤

務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」

という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合

を除き、その勤務しない 1 時間につき、第 26 条 2 項に規定する１時間当たり賃金額を減額し

て給与を支給する。 

（賞与） 

第 29 条 賞与は、6 月 1 日及び 12 月 1 日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在

職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の会長が定める日に支給する。 

２ 賞与の計算対象期間は、6 月に支給する場合においては前年 12 月 2 日から 6 月 1 日まで及び

12 月に支給する場合においては 6 月 2 日から 12 月 1 日までとする。 

３ 賞与の額は、賞与基礎額に 100 分の 130 を超えない範囲内で会長が定める割合を乗じて得た

額に、基準日以前 6 箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)  6 箇月 100 分の 100 

(2)  5 箇月以上 6 箇月未満 100 分の 80 

(3)  3 箇月以上 5 箇月未満 100 分の 60 

(4)  3 箇月未満 100 分の 30 

４ 第 2 項の賞与基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料を基に、会

長が勤務成績等を考慮して決定する。 

５ 第 2 項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

第６章 退職及び解雇 

 

（退職） 

第 30 条 職員が次号のいずれかに該当する場合は、退職とする。 

(1)  死亡したとき。 

(2)  期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき。 



(3)  自己の都合により退職を申し出て協会の承認したとき。 

２ 職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも 30 日前までに会長に文書によ

り退職の申し出をしなければならない。 

３ 退職する者は、退職日までに業務の引継その他指示されたことを終了し、貸与または保管し

ている物品を返納しなければならない。 

４ 職員が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金

又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。 

（解雇） 

第 31 条 職員が次号に該当するときは、解雇することがある。 

(1)  身体、精神の障害により、業務に耐えられないとき。 

(2)  勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたとき。 

(3)  協会内において、協会の許可を受けず演説、文書の配布掲示、その他これに類する行為を

したとき。 

(4)  協会内において、明らかに一党一宗に偏した政治および宗教活動を行ったとき。 

(5)  事業の縮小等、やむを得ない業務の都合により必要のあるとき。 

(6)  事業の運営上、やむを得ない事情、または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情

により、事業の継続が困難になったとき。 

(7)  第 34 条第 2 項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。 

(8) その他、第３章の服務規律等にしばしば違反し、改悛の情がないとき。 

２ 解雇するときには、30 日前に予告する。予告しないときは平均賃金の 30 日分を支給して即

時解雇する（平均賃金の 30 日分とは、過去 3 カ月の総支給額をその期間の暦日数で除したもの

を 1 日分としてその 30 日分をいう）。なお、予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮する

ことができる。 

３ 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて職員を第 34 条、第 33 条第 1 項第 4 号に定

める懲戒解雇にする場合は適用しない。 

４ 第 1 項で定める事由により解雇される際に、当該職員より証明書の請求があった場合は、解

雇の理由を記載した解雇理由証明書を交付する。 

（解雇制限） 

第 32 条 職員が業務上の傷病により療養のために休業する期間およびその後 30 日間は解雇しな

い。 

 

第７章 懲 戒 

 

（懲戒の種類） 

第 33 条  協会は、職員が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により

懲戒を行う。 

(1)  戒告 始末書を提出させて将来を戒める。 

(2)  減給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は 1 回の額が平均賃金の 1 日分の 5 割

を超えることはなく、また、総額が 1 賃金支払期における賃金総額の１割を超えることはな

い。 



(3)  停職 始末書を提出させるほか、1 日以上 6 月以下の期間、出勤を停止し、その間の給与

は支給しない。 

(4)  懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基

準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当（平均賃金の 30 日分）を支給しない。 

（懲戒の事由） 

第 34 条  職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、戒告、減給又は停職とする。 

(1)  正当な理由なく無断欠勤が５日以上に及ぶとき。 

(2)  正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。 

(3)  過失により協会に損害を与えたとき。 

(4)  素行不良で協会内の秩序及び風紀を乱したとき。 

(5)  第５条、第６条、第７条、第８条、第９条、第 10 条に違反したとき。 

(6)  その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。 

２ 職員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情

状によっては、第 31 条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。 

(1)  重要な経歴を詐称して雇用されたとき。 

(2)  正当な理由なく無断欠勤が 14 日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。 

(3) 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。 

(4) 故意又は重大な過失により協会に重大な損害を与えたとき。 

(5) 協会内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明ら

かとなったとき（当該行為が軽微な違反である場合を除く。）。 

(6) 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。 

(7) 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがな

いとき。 

(8)   第６条、第７条、第８条、第９条、第１０条に違反し、その情状が悪質と認められると

き。 

(9) 許可なく職務以外の目的で協会の施設、物品等を使用したとき。 

(10) 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求

め若しくは供応を受けたとき。 

(11) 私生活上の非違行為や協会に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、協会の名誉

信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。 

(12) 正当な理由なく協会の業務上重要な秘密を外部に漏洩して協会に損害を与え、又は業務

の正常な運営を阻害したとき。 

(13) その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。 

（損害賠償） 

第 35 条 職員が違反行為等により協会に損害を与えた場合、協会は損害を現状に回復させるか、

または回復に必要な費用の全部もしくは一部を賠償させることがある。なお、当該損害賠償の

責任は、退職後も免れることはできない。さらに、本人より賠償がなされないときは、身元保

証人にその責任を追求することがある。 

 

 



第８章 災害補償 

 

（災害補償） 

第 36 条 職員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労基

法及び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に定めるところにより災害補償を行

う。 

 

附  則 

この規則は、平成２５年９月１日から施行する。 

附  則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附  則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

別表第 1(第 19 条関係) 

1 週間の勤務日の日数 5 日以上 4 日 3 日 2 日 1 日 

1 年間の勤務日の日数 217 日以上 
169 日～ 

216 日 

121 日～ 

168 日 

73 日～ 

120 日 

48 日～ 

72 日 

基準日

までの

期間 

6 月を超え 1 年以下 10 日 7 日 5 日 3 日 1 日 

5 月を超え６月以下 7 日 5 日 4 日 2 日 1 日 

4 月を超え 5 月以下 5 日 3 日 2 日 1 日 1 日 

3 月を超え 4 月以下 3 日 2 日 1 日 0 日 0 日 

2 月を超え 3 月以下 2 日 1 日 1 日 0 日 0 日 

1 月を超え 2 月以下 1 日 0 日 0 日 0 日 0 日 

備考 この表において、「5 日以上」には、1 週間の勤務日が 4 日以下で 1 週間の勤務時間が 29 時

間以上を含むものとする。 

 

別表第 2(第 19 条関係) 

1 週間の勤務日の日数 5 日以上 4 日 3 日 2 日 1 日 

1 年間の勤務日の日数 217 日以上 
169 日～ 

216 日 

121 日～ 

168 日 

73 日～ 

120 日 

48 日～ 

72 日 

継続勤務期間

の初日の属す

る年度から現

年度までの年

度数 

1 年度 11 日 8 日 6 日 4 日 2 日 

2 年度 12 日 9 日 6 日 4 日 2 日 

3 年度 14 日 10 日 8 日 5 日 2 日 

4 年度 16 日 12 日 9 日 6 日 3 日 

5 年度 18 日 13 日 10 日 6 日 3 日 

6 年度以上 20 日 15 日 11 日 7 日 3 日 

備考 この表において、「5 日以上」には、1 週間の勤務日が 4 日以下で 1 週間の勤務時間が 29 時

間以上を含むものとする。 



別表第 3(第 21 条関係) 

事由 期間 

(1)  裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国

会、裁判所、地方公共団体の議会、その他官

公署へ出頭する場合 

必要と認められる期間 

(2)  選挙権その他公民としての権利を行使す

る場合 

必要と認められる期間又は時間 

(3)  法令の規定に基づく交通遮断又は隔離の

場合及び風水震火災その他の非常災害又は

交通機関等の事故その他の不可抗力の原因

により勤務しないことがやむを得ないと認

められる場合 

必要と認められる期間 

(4)  職員の親族のうち、別表第 5 に掲げる親

族が死亡した場合 

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日

数(葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、

往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期

間 

 

別表第 4(第 21 条関係) 

事由 期間 

(1)  6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週

間)以内に出産する予定の女性の職員が申し出

た場合 

出産の日までの申し出た期間 

(2)  女性の職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過する日ま

での期間(産後６週間を経過した女子の職員

等が就業を申し出た場合において医師が支

障がないと認めた業務に就く期間を除く。) 

(3)  職員が生後満１年に達しない子を育てる場

合 

１日２回それぞれ３０分以内 

(4)  小学校就学の始期に達するまでの子(配偶

者の子を含む。以下この号において同じ。)を

養育する職員が、その子の看護(負傷し、若し

くは疾病にかかったその子の世話又は疾病の

予防を図るために必要なものとして会長が定

めるその子の世話を行うことをいう。)のため

勤務しないことが相当であると認められる場

合 

１の年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日まで

をいう。以下同じ。)において 5 日(その養育

する小学校就学の始期に達するまでの子が 2

人以上の場合にあっては、10 日)の範囲内の

期間 

(5)  次に掲げる者(イ及びウについては、職員と

同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老

齢により２週間以上の期間にわたり日常生活

を営むのに支障があるもの(以下この号におい

１の年度において５日(要介護者が２人以上

の場合にあっては、１０日)の範囲内の期間 

 



て「要介護者」という。)の介護その他の会長

の定める世話を行う職員が、当該世話を行うた

め勤務しないことが相当であると認められる

場合 

 ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下この号にお

いて同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 

 イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 

 ウ 職員又は配偶者との間において事実上父

母と同様の関係にあると認められる者及び

職員との間において事実上子と同様の関係

にあると認められる者で会長の定めるもの 

(6)  女性の職員が生理日における就業が著しく

困難なため、その勤務しないことがやむを得な

いと認められる場合 

必要と認められる期間 

(7)  女性の職員が母子保健法（昭和４０年法律

第１４１号）の規定による保健指導又は健康

診査に基づく指導事項を守るため勤務しない

ことがやむを得ないと認められる場合 

必要と認められる期間 

(8)  公務上の負傷又は疾病のため療養の必要が

あり、その勤務しないことがやむを得ないと認

められる場合 

その療養に必要と認められる期間 

(9)  負傷又は疾病のため療養する必要があり、

勤務しないことがやむを得ないと認められる

場合 

1 の年度につき３０日以内で必要と認められ

る期間 

(10)  妊娠中又は出産後１年以内の職員が母子

保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 10 条に規

定する保健指導又は同法第 13 条に規定する健

康診査を受ける場合 

妊娠満 23 週までは 4 週間に 1 回、妊娠満 24

週から満 35 週までは 2 週間に 1 回、妊娠満

36 週から分べんまでは 1 週間に 1 回、産後 1

年まではその間に 1 回（医師等の特別の指示

があった場合には、いずれの期間についても

その指示された回数）とし、その都度必要と

認められる時間 

(11)  妊娠中の職員が利用する公共交通機関の

混雑の程度が母体又は胎児の健康維持に影響

があると認められる場合 

１日１時間又は１日２回各３０分 

(12)  妊娠の職員が母体又は胎児の健康維持の

ため、適宜休憩及び捕食する場合 

必要と認められる期間 

(13)  その他勤務しないことがやむを得ないと

認められる場合 

必要と認められる期間 

 



別表第 5(第 21 条関係) 

死亡した者 
日数 

血族 姻族 

配偶者 １０日  

父母 ７日 ３日( 職員と生計を一にしていた場

合にあっては、7 日) 

子 ５日 1 日(職員と生計を一にしていた場合

にあっては、５日) 

祖父母 ３日(職員が代襲相続し、祭具等の承

継を受ける場合にあっては、７日) 

1 日(職員と生計を一にしていた場合

にあっては、３日) 

孫 １日  

兄弟姉妹 ３日 1 日(職員と生計を一にしていた場合

にあっては、３日) 

おじおば １日(職員が代襲相続し、祭具等の承

継を受ける場合にあっては、７日) 

 

 

別表第 6(第 23 条関係) 

号俸 給料月額 

 

1 

2 

3 

4 

5 

円 

146,100 

147,200 

148,400 

149,500 

150,600 

 


